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Ⅳ．派遣議員団としての所見 

 

令和７年度ＯＤＡ調査派遣第１班は、2026 年１月 11 日から１月 18 日ま

での８日間、インドネシア共和国及び東ティモール民主共和国を訪問し、

調査を行った。インドネシアにおける調査は、2020 年１月以来、６年ぶり

となり、東ティモールにおける調査は、2013 年９月以来、13 年ぶりとな

る。両国とも、民主主義や法の支配等の基本的価値観を共有する同志国と

言える存在である。 

インドネシアへの日本の開発協力の歴史は古く、国交樹立前の1954年 10

月の日本のコロンボ・プランへの加盟を契機とした研修員の受入れを開始

して以降、社会経済発展の段階に応じた支援を通じて、両国は長い友好関

係を構築している。2023 年９月、両国関係は、「包括的・戦略的パートナ

ーシップ」に格上げされている。親日的な友好協力関係は、日本語学習者

が世界第２位、日本への国費留学生のインドネシア出身者が第１位、乗用

車・二輪車の日本メーカーのシェアが約９割であることなどにも垣間見ら

れる。経済分野においては、経済成長が 2007 年以降、おおむね５％前後を

実現しており、多くの日系企業が同国へ進出し拠点を構えるほか、国内外

からの投資も活発化している。また、天然ガス、石炭、ニッケルなどの天

然資源も豊富であり、我が国の重要な調達先の一つである。さらに、同国

はＡＳＥＡＮの中核的な存在であり、唯一のＧ20 メンバー、グローバル・

サウスの有力国である。加えて国際海上交通の要衝であるマラッカ海峡の

沿岸国であることから、同国が安定し発展することは、我が国を含むイン

ド太平洋の安定と発展にもつながることとなる。 

東ティモールは、2002 年５月に独立を回復した若い国である。東ティモ

ールへの日本の開発協力については、独立回復前の 1999 年 12 月に東京で

開催された「東ティモール支援国会合」において人道・復興開発支援の実

施を表明して以降、治安や平和の回復から復興・開発まで、継続的に国づ

くりの支援を実施している。現在、同国は、政治・治安が安定し民主主義

も根付いており、国際社会の支援による平和構築・国づくりの成功例に挙

げられている。2023 年 12 月には、両国の首脳間で、共同プレスステート

メント「持続可能な成長と発展のための包括的パートナーシップ」を発出

し、二国間関係を格上げしている。さらに、同国は、2025 年 10 月、ＡＳ

ＥＡＮに正式加盟し、現在、石油・天然ガス依存型の経済からの脱却、産

業の多角化といった課題に取り組んでいる。このような中、日系企業によ

る大型投資案件も進行中であり、同国の課題の解決に効果がもたらされる

ことが期待されている。こうした状況下、我が国が基本的価値を共有する

同国の持続可能な成長及び開発を支援することは、地域全体の安定と繁栄、
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我が国の対ＡＳＥＡＮ外交の強化、ＦＯＩＰの実現への寄与という点で意

義が大きいと言える。 

以上の観点から、インドネシア及び東ティモールにおける視察、意見交

換等を通じて得た派遣議員団の所見は以下のとおりである。 

 

１．海外における本邦技術の活用機会の拡大 

 今般の調査案件において、様々な調査案件を視察したが、改めて我が国

の技術水準の高さを実感した。 

 パティンバン港開発事業においては、岸壁の浮式桟橋に使用している鋼

管や鋼材に本邦技術である格点式ストラット工法が採用されている。さら

に、地盤改良技術として軟弱地盤をセメントで固める深層混合処理工法、

埋立工法として軟弱な掘削土砂にセメントを混ぜて埋立地に再利用する管

中混合処理工法については、羽田空港や中部国際空港でも採用されている。

ジャカルタ都市高速鉄道（ＭＲＴ）事業においては、土木工事に泥土圧シ

ールド工法が活用され、車両や信号システムにも日本の技術が導入されて

いる。なお、これらはＳＴＥＰ案件であった。 

 その他の調査案件においても、日本の知見・技術を駆使した工事が行わ

れており、バリ海岸保全事業では、養浜による動的安定工法と養浜砂流出

低減のための突堤やヘッドランド等を組み合わせた静的安定化工法を組み

合わせて採用している。プルイット排水機場緊急改修事業では、防潮堤に

鋼管矢板を打ち込み作業ヤードとしても活用することで、工期を短縮した

改修が実施されている。また、ギド・ヴァラダレス国立病院整備計画にお

いては、建設病棟の地盤が粘土質で軟弱であったため、セメント系固化剤

を用いた深層混合処理方法（ＥＣＭ工法）による地盤改良工事を行ってい

る。 

 現在、インドネシア及び東ティモールは、新規の円借款のＳＴＥＰ案件

の適用は不可となっている。しかしながら、今後とも、案件形成の段階か

ら日本の高品質な各種技術を有効にいかせるよう、本邦優位技術を整理し

た上であらゆる方法やスキームを模索し、海外展開していけるようにすべ

きである。 

 

２．都市・地域開発計画への積極的な参画 

パティンバン港の将来的な貨物集積や競争力強化のためには、背後に広

がる当地域での各産業拠点等との連結性の強化が重要となる。現在、パテ

ィンバン港が位置するレバナ地域における開発計画についても、我が国が

支援を行っており、パティンバン港の背後のアクセス道路、鉄道、物流ネ

ットワーク、同港への集荷誘導政策が一体的に整備されることで、同港の

利便性が更に向上し、現存のタンジュンプリオク港からの貨物移転など、
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より一層利用が促進されることとなる。各種インフラ整備、政策誘導、既

存港との調整等を始めとする港湾整備、産業開発、都市計画といった関連

政策が上手く噛み合うよう、総合的な取組を進めるに当たっての日本の役

割は大きく有用なものであり、同様の取組を他地域においても大いに展開

していくべきである。なお、これらの取組においては、雇用の創出、地域

の活性化といった当該地域の経済や社会全体に裨益する視点に基づき、方

策を講じていくべきことを忘れてはならない。 

 また、ＭＲＴ事業については、新線延伸や新駅開業に伴い、都市空間の

利便性向上の取組が鍵となる。そのためには、鉄道駅やバスターミナル等

の交通結節点を整備し充実させることが重要であり、交通事業者や施設管

理者等の関係者間の壁を乗り越え、多様な関係者が協調した取組を行うこ

とが必要である。あわせて、交通結節機能の整備・充実も含めたまちづく

りも重要である。我が国は、鉄道事業者を中心に、高度経済成長期以降、

大都市圏への人口集積に対応しながら、沿線に宅地開発やまちづくりを行

ってきた。こうした過去の知見を有する我が国の鉄道事業者、さらには不

動産・都市開発事業者といったディベロッパーが様々なスキームを駆使し

一体となって、都市開発プロジェクトに積極的に参画していくことが望ま

れる。特に、ＭＲＴの開通が現地住民の生活の質の向上、移動の利便性、

渋滞の緩和に大きく貢献していることに加え、鉄道車両や関係施設がメン

テナンスの徹底により美しく維持され、これまでの公共交通の常識を覆す

非常に高い評判を得ていることも糧とし、我が国企業が、戦略的にまちづ

くりの各種プロジェクトに円滑に関与できるよう引き続き取り組んでいく

べきである。 

 また、我が国のこれまでの地盤沈下対策の知見や経験を活用したジャカ

ルタ地盤沈下対策プロジェクトにも注目すべきである。同プロジェクトの

一環として、ジャカルタの地盤沈下の状況を我が国の衛星画像解析の技術

を用いて可視化し、その調査結果の成果がジャカルタ特別州の地域開発計

画に反映されているとのことである。こうした、いわゆる公害対策を始め

とする苦い経験を踏まえて我が国が培った様々なノウハウを、まちづくり

を含めた地域開発計画にいかすことは、経済成長が著しい開発途上国にお

いて示唆に富む支援を行うことができるものと言え、今後も積極的に行う

べきである。 

 

３．都市部から地方への展開の必要性 

 今般の両国における調査案件は、首都の中心部に位置するものが多かっ

たが、都市部から離れた調査案件として、インドネシアでは西ジャワ州ス

バン県に位置するパティンバン港、東ティモールではリキサ県マウバラ郡

バビキニア村のマウバラ中学校を訪問する機会を得た。 
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 両地への移動途中においては、共通して都市部とそれ以外の地域におけ

る格差が垣間見られた。例えば、インドネシアの首都ジャカルタでは高層

ビルやショッピングモールが立ち並び、道路・電気・通信などのインフラ

が整備されている。一方、地方においては、主要道路であっても、舗装状

態の悪い道路が顕著に見受けられた。東ティモールにおいては、訪問した

同中学校において、我が国の支援により教室は整備されていた一方、校内

に家畜が常時侵入するほか、停電も頻発するという状態であった。 

 首都を始めとする都市部と地方の格差を解消し、全国レベルでの「均衡

ある国土開発」を実現することは重要である。意見交換において、インド

ネシア側からは、ジャカルタ以外の開発案件も多いことを述べていたが、

案件の形成に当たっては、都市部に偏ることなく地方部へも様々な案件が

展開していくよう当該国に促していくとともに、事前事後のモニタリング

も徹底していくべきである。 

 

４．情報通信分野における開発協力の重要性 

情報通信技術の普及は、産業の高度化や生産性の向上に役立つとともに、

医療、教育、エネルギー、環境、防災などの社会的課題の解決にも資する

ものである。 

開発協力においても、情報通信分野への支援は重要である。例えば、山

奥等の交通困難地域においては、教育や病院への人材供給が常に懸念事項

であった。しかし、通信環境の整備により授業やオンライン診療が可能と

なり、課題解決の一つの選択肢が増えることとなる。さらに、このことは、

当該地域への交通アクセスの確保にコストをかけていた従来の方法や考え

方から、インフラ整備全体の分野別のコスト配分の在り方にも変化をもた

らすものと言える。 

 特に情報通信分野において、国と国、地域と地域を結ぶ海底ケーブルは

重要な基幹インフラである。海底ケーブルは、衛星通信より様々なデータ

を大量に迅速かつ安全に転送でき、現代のインターネットや通信ネットワ

ークにおいて非常に重要な役割を果たしている。 

現在、東ティモールにおいては、オーストラリアとの間で海底ケーブル

を敷設しているが、接続先の多様化が課題となっている。我が国において

は、オーストラリアとの連携でミクロネシア連邦、ナウル、キリバスの３

か国において、海底ケーブル事業に取り組んでいることからも、これらの

知見や経験をいかし、東ティモールにおける今後のプロジェクトに対して

積極的に参画することが望まれる。 
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５．質の高いインフラ整備という我が国の強みを官民一体で積極的に取り

組む必要性 

近年、開発協力、特にインフラ分野での支援において、ＯＥＣＤルール

に基づかない中国のドナーとしての急速な台頭を受けて、日本の存在感は

次第に低下しつつある。特に価格面での安さや実施の迅速性などの点にお

いて、競争力に太刀打ちできない事例も散見されるようになってきた。 

日本の開発協力は、「インフラをつくって終わり」ではなく、開発途上国

が将来的に「自立」して持続的な発展を遂げることを最終目標としている。

この方針は、戦後の復興経験に基づいた「自助努力支援」の理念を根幹に

据えており、単なる援助ではなく相手国の主体的な取組を尊重し、技術移

転や人材育成を通じて、最終的には援助を必要としない「自立」した国づ

くりを後押しするものである。 

こうした思想の下、我が国は、開発途上国の質の高い成長の実現のため、

質の高いインフラ整備を推進してきた。質の高いインフラを整備すれば、

当初は高価との印象はあるが維持管理の負担が軽減され、ライフサイクル

コスト（ＬＣＣ）で長期的に安価になるものである。しかしながら、開発

途上国にとっては、このような考え方自体は理解するものの、制約のある

財政状況では、初期投資が安価であるものに流れやすく、維持管理につい

ても、まだ先の話として関心が向かないという面がある。 

今回調査したパティンバン港開発事業、ＭＲＴ事業、プルイット排水機

場緊急改修事業、ジャカルタ地盤沈下対策プロジェクト、バリ海岸保全事

業、ギド・ヴァラダレス国立病院、東ティモール水道公社事業運営改善プ

ロジェクトは、今後の維持管理を考慮した上で、手厚い日本の支援により

施設の整備が行われるとともに、必要な技術や知識等の提供を受けている。

これにより、大いにそれぞれの機能が発揮されていることに加え、現地側

の専門知識を高め、将来の同様のプロジェクトについて自力で実施できる

能力が涵養されていくものと言える。また、ギド・ヴァラダレス国立病院

においては、各国のドナーより過去に高度な医療機器が供与されたものの、

維持管理までの支援がなく、故障した際の対応ができないなどメンテナン

スの困難さが見られた。このようなことからも、計画・設計、施工・供与、

その後の維持管理まで見据えたものをパッケージ化し、中長期にわたって

高品質なサービスを提供していく重要性を再認識した次第である。 

案件形成における迅速性は改善しつつも安易に価格競争の波に乗ること

なく、政府においては、日本の人材育成、技術移転、環境配慮等を強みと

する「質の高いインフラ整備」について理解を深めてもらうよう根気よく

説明し、積極的にアピールやセールスをしていくと同時に、大型案件につ

いては額も大きくなるため、案件形成段階から事業化の実現に向けて、官

民一体となってＯＤＡの活用を戦略的かつ集中的に行う必要がある。 
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６．人材育成及び教育分野の支援の重要性 

インドネシアにおいては、プラボウォ新政権は 2045 年までに高所得国・

先進国を目指す目標を掲げ、人材育成・教育も優先課題の一つとして位置

付けられている。東ティモールについても、2025 年 10 月のＡＳＥＡＮ加

盟を契機に、開発目標達成や経済・社会発展の実現のため、国民一人ひと

りに裨益する社会サービスの普及・拡充等のため、各種サービスを提供す

る人材の育成が急務となっている。 

両国に対しては、これまでに我が国は、あらゆる分野において、開発途

上国の技術者や行政官等に対する研修の実施、専門的な技術や知識を持つ

人材の派遣などを実施してきた。 

今回の調査で訪問した全ての要人から、日本の人材育成、教育分野にお

ける支援に関し、多大なる感謝と高い評価、今後の継続的支援の要請が述

べられた。さらに、人材育成の取組の効果として、公共心・公徳心、礼儀

正しさ、遵法精神、規範意識、規律性、時間の遵守、整理整頓など日本の

道徳や基本的な姿勢を習得したことについても非常に高い評価が相次いだ。 

こうした我が国の人材育成の取組は、知的国際貢献、相互理解と友好親善

に基づく親日派や知日派の人的ネットワークの構築、ひいては国際社会で

の我が国のプレゼンス向上にも大いに貢献するものであることから、今後

も取組を深化させていくべきである。また、人材育成における中間層の底

上げという観点から、実務的・実践的である現場力の向上に資する取組、

若者に対するアプローチについても一層強化すべきである。 

あわせて、人材育成に当たって、教育の重要性についても指摘したい。

今回の調査で、東ティモールではリキサ県のマウバラ中学校を訪問した。

同中学校は、日本の支援により校舎が整備されているものの、学習環境は

必ずしも十分とは言えないものであった。そのような中でも、生徒たちか

らは日本の支援への感謝とともに、将来の夢として日本留学を希望すると

いう声があった。 

教育は、全ての人が等しく享受すべき基本的な権利であり、社会の一員

である一人ひとりが人間としてふさわしい生き方をし、自らの手で未来を

選び取るために必要な技能の習得を通じて、一人ひとりが才能と能力を開

花させ、運命を切り開いていくことを可能にするものである。国づくりの

ための人づくりという点で、持続可能な開発の実現においても大切な役割

を果たすと言える。必要な知恵と能力を身につけるという「人間開発」の

観点から重要であるのみならず、他者や異文化に対する理解と信頼を育み、

国際協力及び平和を支える礎であるということを深く刻み込みたい。 

 

７．ブレンデッド・ファイナンスの官民一体となった取組 

 近年の国際情勢の厳しく複雑な状況は、地球規模課題の解決に向けた国



- 56 - 

際社会の協力を一層困難なものとしている。このような情勢の下、様々な

分野で国際社会から期待される日本の役割と責任を果たす観点から、日本

外交を展開するための重要なツールであるＯＤＡについては、戦略的に活

用し、開発協力大綱の重点政策に基づき、相手国のニーズも踏まえ、きめ

細かな協力を進めていくことが重要である。 

しかしながら、我が国は、昨今の円安・物価高の影響なども相まって、

財政上の制約に加え、国民の開発協力に関する見方が厳しくなっているこ

となどから、一層の効率的・効果的なＯＤＡの実施が求められている。 

こうした中、2025 年４月に改正ＪＩＣＡ法が施行され、新たな金融手法

に関し、ブレンデッド・ファイナンスの活用として、リスクテイク機能の

拡充が盛り込まれた。これは、ＪＩＣＡが行う海外投融資の方法として、

従来の「融資」、「出資」に加え、新たに「債券取得」と「信用保証」を追

加するものである。途上国への投資や融資のリスクをＯＤＡの活用で低減

し、民間資金を呼び込みやすい環境をつくるという意義は大きい。今後、

新しいスキームが、相手国との様々な事業に対し親和的なものとなるとと

もに、大いに新しいスキームが活用されるよう、官民一体で取り組んでい

くべきである。 

今回の調査での要人との意見交換においては、開発課題の解決と持続的

成長のためには、従来のＯＤＡを含めた公的資金だけではなく、投資を含

めた民間資金も動員することが重要であるとの意見が相次いだ。特に、イ

ンドネシア国家開発企画省のプトゥット次官との意見交換の際に、ブレン

デッド・ファイナンスの活用に関する両国の協力についての言及があった

こと等も踏まえ、インドネシアのブレンデッド・ファイナンスの動向は注

視していくべきである。かつて日本は、四輪・二輪分野を中心に同国への

最大投資国であったが、近年は、その地位を他国に譲っている状況である。

現在、同国が推進する国内資源の高付加価値化を目指す「下流化」政策を

背景に、関連産業への投資に向けた動きがある中、新たなスキームの活用

も含めて、積極的に関与していくことを、政府としても後押ししていくべ

きである。 

また、東ティモールにおいては、国内の経済・社会構造が脆弱である中

において、日本企業の大型案件が進行している。このように雇用創出や人

材育成等を通じて同国の課題解決に奮闘している企業に対し、新しいスキ

ームの活用を含めた所要の取組について、政府としても後押ししていくべ

きである。 

 

８．円滑な投資環境の障壁となる課題の解決及び法制度整備支援の在り方 

 今回の調査での要人との意見交換においては、各国において投資を呼び

込むことの重要性についての意見も相次いだ。投資を呼び込むためには、
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安定した政治状況とともに、円滑な活動を可能とする安定的な法制度の整

備や行政手続の透明性の確保を前提とした、安定的かつ予測可能性の高い

魅力的な投資環境が構築されていることが不可欠である。東ティモールで

のライ国民議会議長との意見交換では、投資環境の円滑化についての法整

備の重要性等を指摘したところである。今後とも、外国為替、現地での雇

用、所有権、借地権、登記を含めた土地関連法を始めとする法制度等に関

しては、当該国の文化や歴史、社会等も尊重し、言語の壁にも留意しつつ

も、円滑な投資環境の障壁となる部分については、不断の課題解決を促し

ていくことが重要である。 

 これまでに我が国は両国に対し、法案起草能力の向上を始めとする各種

法制度整備支援を実施している。今後の法制度整備支援に当たっては、行

政手続の透明化を含む法履行・運用能力強化、法規範文書間の整合性、さ

らにそれを保持するための政府内部での調整機能の強化等、よりきめ細か

な部分での支援も充実していくべきである。 

 

９．ＡＳＥＡＮとの連携強化の重要性 

 ＡＳＥＡＮは、人口約７億人（世界の 8.5％）、ＧＤＰは約 4.1 兆ドル

（世界の 3.6％）であり、日本企業の生産ネットワーク等の拠点が多く存

在している。日本とＡＳＥＡＮの関係は、1973 年 11 月の日・ＡＳＥＡＮ

合成ゴムフォーラムの設置を起点としており、それ以降、我が国とＡＳＥ

ＡＮは、互いに主要な貿易・投資パートナーとして、密接な関係を築いて

いる。さらに、我が国のシーレーン上に位置し、地政学上、地域安全保障

上も重要な地域であり、ＡＳＥＡＮの平和と繁栄は、我が国を含む東アジ

ア地域全体の平和に直結するものである。これらを維持発展させる観点か

ら、我が国はＯＤＡによる支援等を通じ、ＡＳＥＡＮの統合努力を支援し

てきている。 

シンＡＳＥＡＮ事務局次長からは、我が国のこれまでの各種支援への感

謝とともに、ＡＳＥＡＮを「製造拠点」ではなく、「市場」として見る必要

性、大きな力に対するＡＳＥＡＮの結束の重要性、中国が影響力を強める

中でのバランスパワーとしての日本への多大なる期待が述べられた。   

こうしたことからも、今後も、我が国は、ＡＳＥＡＮを世界の成長セン

ター、巨大な市場として位置付けていくとともに、政治・社会・文化など

の広い範囲で心と心の触れ合う相互信頼関係を深化させ、インフラ整備、

法の支配、海上の安全、防災、保健・医療、教育、平和構築などの様々な

分野において、ＦＯＩＰとＡＯＩＰの相乗効果により更なる協力をハード

とソフトの両面で推進していくべきである。特にエネルギー・脱炭素、デ

ジタルといった分野への挑戦については、政府は積極的に協力を推進して

いくべきである。我が国は、こうした取組を通じてＡＳＥＡＮからの期待
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に応えていき、人権、自由、民主主義、法の支配の重要性といった共通の

価値観の下、ＡＳＥＡＮ地域全体の持続可能な発展、連結性強化、平和と

安定の維持に一層貢献していくべきである。 

 

10．終わりに 

 以上、令和７年度ＯＤＡ調査派遣第１班が行った調査を踏まえ、派遣議

員団としての所見を取りまとめた。 

 今回訪問した両国とも開発協力において、中国が影響力を強めている面

が垣間見られた。他方、今回の意見交換を行った全ての要人から、我が国

のこれまでの支援に対する多大なる感謝と積極的な評価、今後の継続的な

支援要請が寄せられた。これらは、我が国が、開発協力において、自国の

利益のみを目的とするものでなく、現地経済・社会や地元の人々の生活・

福利を損なうことがないようにするという長年自らを律してきたことによ

り得られた賜物である。こうした先人たちが築いてきた「信頼」を遺産

（レガシー）として、次世代に受け継ぎ、更に深化させ、相手国と共に新

たな社会的価値を創造し、双方向に発展していくことが重要である。 

参議院としても、このような開発協力が実現していくためにも、派遣議

員団が実際に現地に出向き、自らの目で現場の実態や声を把握していくこ

とは有意義である。本調査において得られた成果を、今後の我が国のＯＤ

Ａ政策の在り方を始めとする国政の議論に反映していきたい。 

今回の調査に当たっては、インドネシア、東ティモールにおける視察先

の関係者、外務省及び在外公館、ＪＩＣＡの方々に多大な御協力を頂いた。

特に、在外公館については、我が国の「顔」であり、外交活動における重

要な社交場であること、我が国の経済・文化の発信拠点であること、さら

に在留邦人保護の「最後の砦」であることを改めて認識した次第である。

今後とも、在外公館が数的・質的に拡充され、機能が最大限発揮されるよ

う協力していく所存である。 

また、ＪＩＣＡ海外協力隊員、ＪＩＣＡ専門家、日本企業関係者、現地

に根差して活動している在留邦人、日本留学経験者等の方々から、両国の

課題や活動の実態等について率直な現場の声を伺う機会を得て、理解を深

めることができた。 

改めて、今回の調査に当たり御協力を頂いた皆様方に対し、心より感謝

を申し上げるとともに、今後の一層の活躍を祈念するものである。 


